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２ 住宅特定改修特別税額控除 

(事例１)平成21年において一般断熱改修工事等を含む増改築等をした部分を居住の用に供した場合で

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるとき 

【記載例１－１】一般断熱改修工事等に係る改修工事をして居住の用に供したとき 

  

 

特定居住者以外の居住者 

居住開始年月日 平成21年９月30日 

一般断熱改修工事等に要した費用の額  2,400,000円 

一般断熱改修工事等の標準的な費用の額 2,200,000円 

※ 共有者なし 
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【記載例１－２】一般断熱改修工事等に係る改修工事に太陽光発電設備設置工事が含まれている場合に

住宅特定改修特別税額控除を受けるとき 

 

 

特定居住者以外の居住者 

居住開始年月日 平成21年９月30日 

一般断熱改修工事等に要した費用の額  4,200,000円 

一般断熱改修工事等の標準的な費用の額 3,900,000円 

(太陽光発電設備設置工事を含む。) 

※ 共有者なし 

 

21  ９ 30 

4,200,000
3,900,000

300,000

3,900,000 

3,000,000 

300,000 

設 例 

21 



                       53

(事例２)平成21年において高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をした部分を居住の用に供した場

合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるとき 

【記載例２－１】一般断熱改修工事等を含む改修工事をして居住の用に供したとき 

 

 

特定居住者(本人45歳、同居親族は67歳) 

居住改修年月日 平成21年９月30日 

高齢者等居住改修工事に要した費用の額  1,500,000円 (交付された補助金等200,000円) 

高齢者等居住改修工事の標準的な費用の額 1,200,000円 

一般断熱改修工事に要した費用の額    2,400,000円 

一般断熱改修工事の標準的な費用の額   2,500,000円 

(太陽光発電設置工事を含む。) 

※ 共有者なし 

 

21  ９ 30 

2,400,000

2,500,000

300,000

2,400,000 

2,400,000 

240,000 

1,500,000 

1,200,000 

1,200,000 

120,000 

1,300,000 

1,200,000 

200,000 

設 例 

21 



                       54

３ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 

(事例１)平成21年において認定長期優良住宅を新築等し居住の用に供して認定長期優良住宅新築等特

別税額控除を受けるとき 

【記載例１－１】平成21年において認定長期優良住宅を新築等して居住の用に供した場合 

 

 

認定長期優良住宅の新築(木造) 

居住開始年月日 平成21年９月30日   取得対価の額30,000,000円 

家屋の総床面積 150.00㎡ うち居住用部分の床面積 150.00㎡ 
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(事例２)認定長期優良住宅を新築等して居住の用に供した日の属する年の翌年において控除未済税額

控除額を控除するとき 

【記載例２－１】【記載例１－１】の平成21年分において生じた控除未済税額控除額を平成22年分にお

いて控除するとき 
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